
静岡市一般廃棄物処理基本計画（案）に関する意見応募用紙 

静岡市一般廃棄物処理基本計画（案）について、あなたのご意見をお聴かせください。 

【１】本計画でもあるように、本市は「ごみの減量」に向けて様々な施策を実施していく方針です。

あなたは、普段の生活(事業活動)の中で「ごみ減量」に取り組んでいますか？（☑を付けてください。） 

□ 積極的に取り組んでいる □ たまに取り組んでいる □ 取り組んでいない 

□ その他（                             ） 
 

【２】あなたが普段、取り組んでいる(従業員に対して呼び掛けている、社内広報などを実施してい

る)ごみ減量について教えてください。（☑を付けてください。） 

□ マイバッグを携帯し、レジ袋は断っている 

□ マイボトルを持参し、使い捨て容器を断るようにしている 

□ 必要な分量を考え必要な分量のみを買う 

□ 使い捨て商品（紙皿、紙コップ、割り箸など）を買わない、貰わない、使わない 

□ 物は壊れても修理してなるべく長く使う 

□ ３切り（使い切り、食べきり、水切り）を実践している 

□ 過剰包装を断る 

□ ティッシュやキッチンペーパーの代わりに洗えるふきんなどを使う 

□ レストランなどで小盛りを注文するなど、食べ残し（食品ロス）がでないようにしている 

□ 家にある食べきれない食品などについて、フードドライブ（フードバンク）に寄付をして 

ごみにならないようにしている 
 
□ その他（                                   ） 

 

【３】その他のご意見（重点を置くべき施策など、計画全体を通してご意見をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 住 所 
（法人の場合は所在地） 

 

＊ 氏 名 
（法人の場合は名称及び代表者名） 

 

年 齢 □19 歳以下  □20 代  □30 代  □40 代  □50 代  □60 代  □70 歳以上 

職 業 □会社員 □公務員 □自営業 □専業主婦(夫) □学生 □ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ □その他 

裏面もご確認ください 



✎ご意見を提出される際の注意事項                     
 
※１  ＊印のある欄は必ずご記入ください。（意見の提出に際して、「静岡市市民参画の推進に関する条

例施行規則」第５条第４項において、個人の場合は住所及び氏名、法人その他の団体の場合は、名
称、所在地及び代表者の氏名を明らかにすることとされています。ご協力をお願いいたします。） 

※２ 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリ
ックコメントの目的以外では使用いたしません。 

※３ いただいたご意見は、静岡市一般廃棄物処理基本計画策定の参考とさせていただきます。また、
個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨を市ホームページ等で公開させていただく場合
がありますので、ご了承ください。 

※４ 上記「ご意見の内容」欄に「別紙のとおり」と記入していただき、別紙にてご提出いただくこと
も可能です。 

 
 

✎ご意見の提出方法                         
期間内に、意見応募用紙を次のいずれかの方法でご提出ください。 

１ 郵送 〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 ごみ減量推進課あて 

２ ファクシミリ FAX 番号：054-221-1076 

３ 持参 ごみ減量推進課（静岡庁舎新館 13階） 

４ 市ＨＰ 

（電子申請） 

市ホームページにある応募専用フォームでご提出ください。 

※個人情報保護の観点から、電子メールでのご提出は受付できかねます。 

 

≪送付（問い合わせ）先≫  

〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５番１号 

 静岡市役所 静岡庁舎新館１３階 環境局ごみ減量推進課 企画係 

 [電 話]０５４－２２１－１０７５（直通） [ファクシミリ]０５４－２２１－１０７６ 

 

締切：令和５年１月５日（木）必着 


